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国有財産管理業務における分類別対応

○物件調査 ○物件調書の作成 ○鑑定評価
○入札案内書及び応募要領の作成 ○看板設置 ○広告
○入札案内書及び応募要領の配布 ○現場説明

○巡回 ○草刈 ○不法投棄物の処理 ○看板設置 ○柵設置
○境界確定（資料収集、現地立会、現地立会調書作成）

○買受勧奨 ○現地調査 ○契約折衝 ○決議書作成
○売却価格・貸付料算定 ○増改築及び借地権譲渡事前手続

○詳細設計の作成
○工事監理

○住宅の維持管理（宿舎巡視及び不正使用の処理）
○入退去時の立会い
○自動車保管場所貸与申請等、諸届の受理
○集会所の管理
○修繕の受付、負担区分の判定、財務局等との連絡
○防火管理者としての業務
○緊急事態発生時の処置業務 等

定 型 的 な 業 務

「国の行政組織等の減量・効率化等に関する基本計画」（平成１１年４月閣議決定）
に基づき、既に包括的民間委託の推進・組織の減量化を実施

国自らが行う必要がある業務

○会計法令上国の義務である価格決定、
契約等の業務 等

○地方公共団体等への無償・減額貸付
け、売却

○困難事案・問題事案の個別処理 等

○各省庁の庁舎建設計画等の調整

○既存庁舎の入居官署の入替調整

○国有財産の実地監査・改善措置の要求

○各省庁の宿舎要求を調整、建替計画等
を策定 等

一般競争入札による未利用国有地の売却

権利付財産・旧里道・旧水路の売却・貸付け

財産の保全

宿舎建設工事・施設改修工事

合同宿舎管理人業務

各省庁との調整を要する業務
（財務大臣の総括権行使業務）

個別の政策的判断を要する
非定型的な業務

財産権の権利主体として
公正かつ厳正な執行を確保する
ための業務（最終チェック機能）
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業務の全面的な見直し・効率化（ＩＴの活用）（１３０人削減）

定型的な業務の洗い出し→
更なる民間委託の実施（５１人削減）

○一般競争入札の売却物件に加
え、新たに地方公共団体等へ
の売却物件に係る鑑定評価を
不動産鑑定士に委託

２４人削減

○取得時効に関する処理業務の
うち、物件確認に必要な公簿・
公図調査等の定型的な業務を
民間委託

２０人削減

○合同宿舎の施設整備・改修工
事の詳細設計・監理業務につ
いて、大型工事に加え、小規模
工事についても民間委託

７人削減

○主要帳票及び関連帳票の情報項目、様式等の見直し

○協議及び通知の様式、協議手続き等の見直し

○各種報告書等の統合・情報項目の見直し

○報告書作成及び計算処理の効率化
・国会報告書 ・国有財産の価格改定 ・市町村交付金 ・使用料

５年間（平成１８～２２年度）で、▲１０％超（▲１８１人）の大幅な定員の純減を実施
（当該５年間で、新規増員要求は行わない）

検 討 結 果

今回の取組みにより、定型的な業務に
ついては、すべて民間委託が完了
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国有財産管理業務の現状と今後の見通し
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○実地監査件数 ○国家公務員宿舎の設置及び廃止戸数

○物納不動産（土地）の引受件数 ○一般競争入札等実施件数（一般会計）

合計 ３．１兆円（改革による上乗せ額：１兆円）

今後１０年間での国有財産の売却の目安（経済財政諮問会議（平成18年3月16日））
①未利用国有地及び毎年度発生する物納財産等：約２．１兆円
②一般庁舎・宿舎の効率的な使用により不用となる不動産：約１兆円

合計３．１兆円（改革による上乗せ額：１兆円）

資産・債務改革における資産の売却

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

今後増加

高水準で推移 高水準を維持

設置戸数

廃止戸数

（注）上段：省庁別宿舎
下段：合同宿舎

件 戸

今後増加

○合同庁舎化等による集約化を推進
○効率性を重視した監査を実施（借受庁舎を対象に追加）
○徹底した既存庁舎の入替調整を実施

新規
新規

○合同宿舎化等による集約化を推進
○東京２３区内の宿舎は移転再配置を実施
（国家公務員宿舎の移転・跡地利用に関する有識者会議）

新規

○毎年度、約２,０００億円の物納財産を引き受け
（平成１８年度税制改正で物納許可基準が明確化）

○不用となった庁舎・宿舎跡地の売却を促進
○不整形地、貸付中の土地は、新たな交換制度により売却を促進 新規
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